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今回の議論について

◯ 各医療機関において、自院の今後の方針（対応
方針）を策定し、圏域ごとの調整会議において協議を
実施。

◯ 第８次医療計画の中に、関係者間で共有すべき
理念として、医療提供体制の「グランドデザイン」を盛
込む。

＜留意事項＞

☞ 取組は、県が強引に主導するものではなく、医療機関の自主性に沿って進めていくことが重要。
☞ 病床数だけでなく、病院が果たす役割・機能に着目し、議論を進めていく。

令和５年度 令和６年度

◯ 圏域における医療提供体制の検証として、圏域
における課題等の議論を行い、医療機関間の更なる
役割分担と連携を推進していく。

〇 昨年度の議論を踏まえ、圏域における課題を議論していく。

人口構造の変化等を踏まえた、「高齢者救急」への対応について

◯ 役割分担と連携を考えていく際には、医療提供
体制の「グランドデザイン」を念頭に置き、議論を行う。

【今回議論いただきたい事項】

※ 全国的に、高齢者の人口増加に伴う救急搬送人員が増加し、中でも軽症・中等症が増加している
といわれている中において、圏域における対応状況はどうか。
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➢ 救急搬送に対する現状はどうか？

➢ 入院患者の転院や在宅復帰等の状況はどうか？

議論の観点

〇 議論の観点例は以下のとおり。

➢人口構造の変化や医療資源の減少を考慮した場合の対応状況はどうなるか？

➢人口構造の変化や医療資源の減少を考慮した場合、入院患者の状態に応じた
医療機関同士の連携体制をどう考えるか？

※ 高齢者救急以外で、医療機関間の役割分担・連携に関する観点がある場合

①現状の高齢者救急への対応状況について

②今後を見据えた高齢者救急への体制について

③その他

＜例＞

＜例＞
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将来推計人口（木曽医療圏）

※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）」及び2023年１月１日時点住民基本台帳人口を利用して推計。
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有床医療機関における救急搬送の受入状況（木曽医療圏）

出典：R３～Ｒ５病床機能報告より集計

◯ 救急搬送の経年変化として、Ｒ２～Ｒ４年度における救急車受入件数の状況を集計。
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【入院経路】入院患者の状況（木曽医療圏）

◯ 木曽病院における入院経路の状況を集計。

出典：Ｒ５病床機能報告より集計 6



【退院経路】入院患者の状況（木曽医療圏）

◯ 木曽病院における退院経路の状況を集計。

出典：Ｒ５病床機能報告より集計 7



注）グラフは産業医科大学公衆衛生学教室「地域別人口変化分析ツールAJAPA」（※）により作成
※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）」及び厚生労働省「令和２年患者調査」の統計データを利用

＜外来＞

＜入院＞

【木曽】疾患別の医療需要の推計
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【木曽】医療介護需要予測指数

◯ 2020年の国勢調査に基づく需要量を100として指数化し、各年の需要量を以下で計算の上、経年変化を予測したもの。
・各年の医療需要量＝～14歳×0.6＋15～39歳×0.4＋40～64歳×1.0＋65～74歳×2.3＋75歳～×3.9
・各年の介護需要量＝40～64歳×1.0＋65～74歳×9.7＋75歳～×87.3

注）公益社団法人日本医師会ホームページ「地域医療情報システム（JMAP）」（※）により作成
※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）」を利用 9



10

＜厚生労働省＞診療報酬改定
説明資料（抜粋）
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＜厚生労働省＞診療報酬改定
説明資料（抜粋）
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➢ 救急搬送に対する現状はどうか？

➢ 入院患者の転院や在宅復帰等の状況はどうか？

議論の観点＜再掲＞

〇 議論の観点例は以下のとおり。

➢人口構造の変化や医療資源の減少を考慮した場合の対応状況はどうなるか？

➢人口構造の変化や医療資源の減少を考慮した場合、入院患者の状態に応じた
医療機関同士の連携体制をどう考えるか？

※ 高齢者救急以外で、医療機関間の役割分担・連携に関する観点がある場合

①現状の高齢者救急への対応状況について

②今後を見据えた高齢者救急への体制について

③その他

＜例＞

＜例＞
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今後の進め方について

◯ 圏域における議論を踏まえ、必要に応じ、策定した各医療機関の対応方針の見直しを行うとともに、圏
域内で共有。 ※令和６年７月に、昨年度策定いただいた対応方針の更新方法について依頼。

☞対応方針の見直し内容に応じ、調整会議の場での説明を依頼。

◯ 地域の医療関係者が医療の取り巻く現状を適切に把握し、議論の活性化がなされるよう、県よりデータ
分析結果を提示。
☞ 県、委託事業者（株式会社日本経営）、産業医科大学の三者によるデータ分析体制を新たに構築。
☞ レセプトデータ等を活用し、現状の医療提供体制及び将来の医療需要等の詳細分析（＝地区診断）を実施。
☞ 12月以降を目途に分析結果を各圏域に提供し、地域の実情を踏まえた議論を推進。

【圏域における議論】 【各医療機関の方針】

圏域における状況を共有
➢ 関係者間において、圏域における状

況を共有し、課題等を議論

➢ 圏域における状況を踏まえ、必要に
応じて対応方針の見直しを行う

➢ 県から議論に資するデータを提示し、
議論の活性化

➢ 機能の見直しや強化に関しては、県
からの補助金等で支援

各医療機関の方針を共有

◯ 医療機関間の更なる役割分担と連携を進めるため、医療提供体制の「グランドデザイン」を念頭に置
き、圏域における議論を実施。

＜イメージ＞

議論の進め方

医療ニーズの変化に応じ、
各医療機関の方針を考え
ていく（サイクルを回す）
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医療提供体制の「グランドデザイン」の概要

○ 医療ニーズが変化し、医療サービスの担い手の減少が加速化していく2040年を含む中長期を見据え、限られた医療資源を
最大限有効に活用する観点から、入院・在宅・外来医療体制について、医療機関間の更なる役割分担と連携を推進。

【入院医療体制】

「地域型病院」と「広域型病院」による役割分担と連携を推進。

【在宅医療体制】

「地域型病院」を中心にした連携体制を強化するとともに、ＩＣＴを活用した患者情報等を共有する取組を積極的に推進。

【外来医療体制】

「かかりつけ医機能を担う医療機関（診療所、地域型病院）」を明確化するとともに、それらと「紹介患者を中心に診る医
療機関（広域型病院）」による役割分担と連携を推進。

地域型病院

薬局

郡市医師会
診療所

地域包括支援センター、
ケアマネジャー

県・市町村

訪問看護事業所 診療支援
医師派遣・
遠隔診療等

容体安定・逆紹介

容体悪化・紹介

機能維持・強化に
向けた財政支援

受診

診療

広域型病院

役割分担を踏まえた医師配置

介護施設

➢ 今後ニーズが増加
する高齢者疾患に
対応。

➢ 広域型病院と連携
し、地域に必要とさ
れる機能を確保。

地域型病院を支援する広域型病院に対し、
医師を重点的に配置

➢ 医師・設備等を集約
化し、高度・専門医療
に専念。

➢ 若手医師が症例を多
く経験できる環境を整
備。

患者

外来医療体制

容体悪化・
紹介

容態安定・
逆紹介

在宅医療体制
（地域包括ケア体制）

入
院
医
療
体
制

ICTの活用

患者情報等を地域包括ケア体制を支える
関係機関で共有し、多職種連携を推進

目指すべき医療提供体制
診療所・介護施設への支援

診療所が対応できない訪問診療や往診、
介護施設の配置医では困難な入所者
の急変時のサポート等を実施
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➢ 県、委託事業者（株式会社日本経営）、産
業医科大学の三者によるデータ分析チームを
新たに構築し、地域医療構想アドバイザー等
の医療関係者と連携することで、効果的かつ
持続的にデータ分析が行える体制を整備。

令和６年度 病院機能再編・連携強化支援事業（県のデータ分析体制の強化、医療提供状況等分析）の概要

１．目的

２．事業内容

医療提供体制の「グランドデザイン」に基づき、医療機関間の更なる役割分担と連携を推進するとともに、地域の医療関係者等が県内の医療を取り
巻く現状を適切に把握することができるよう、県のデータ分析体制の強化を図り、県内の医療提供状況等の分析を行う。

３．スケジュール（案）

1 2 3

➢ データ分析チームにより、レセプトデー
タ等を活用して、県内の10医療圏ごとに、
現状の医療提供体制及び将来の医療需要等
の詳細分析（＝地区診断）を実施。

➢ 分析結果を圏域別調整会議に提供し、地
域の実情を踏まえた議論を推進。
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データ分析体制の構築 県内の医療提供状況等の分析 研修会の開催

➢ 地域の医療ニーズを踏まえた機能再編や
連携強化への取組の増加に資するよう、県
内病院等を対象にした研修会（オンライン
形式）を開催。

データ
分析チーム
の構築

県

委託事業者 産業医科大

医療関係者

連携

（地域医療構想AD等）

10医療圏毎に行った地区診断の結果を
調整会議に提供し、議論を活性化

【研修会で紹介する内容】

・県内の医療提供体制の状況

・国及び県の医療政策の動向

・医療機関が活用できる支援策

・他の都道府県で行われた機能

再編等の優良事例 等

1

2

3

Ｒ６．７月～９月 Ｒ６．10月～12月 Ｒ７．１月～３月

データ分析チームの構築

県内の医療提供状況等の分析 圏域調整会議に分析結果を提供

研修会（12月）



本県における今後の地域医療構想の進め方
－ 医療情勢等連絡会の積極的な活用 －

〇 地域医療構想調整会議のみでは関係者による議論が深まらない可能性があるため、令和元年度に導入
した「医療情勢等連絡会」の仕組みを活用することも検討する。

１．基本的な考え方
・ 病院の建替えや医療機能の集約等、経営
に関する内容について、調整会議の公開の
場で具体的な議論を行うことは困難。

・ 各医療機関の今後の医療機能や地域の
医療情勢の変化等について、タイムリーに
かつ、非公開で関係者の意見を共有できる
場が必要。

２．仕組み
・ 調整会議の座長が必要に応じて招集。
・ 議題・招集範囲は座長と保健福祉事務所
で調整。

※ 議論内容等に応じ、医療情勢等連絡会や既存会議体
の活用について、柔軟に判断していくことが重要。

■ 医療情勢等連絡会の概要

各調整会議の座長の判断の下、
➢ 医療機関の建替えや再編計画
➢ 個別疾病の提供体制
➢ 地域独自のへき地医療対策
➢ 複数医療機関間での具体的な

連携体制

など、様々な地域課題に対し、主たる
関係者が議論を深める場として活用。

地域医療構想調整会議

医療情勢等連絡会

具体的な議論を
行う場として活用

議論結果を
フィードバック
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本県における今後の地域医療構想の進め方 スケジュール（案）

圏域別
調整会議

県単位
調整会議

医療情勢
等連絡会

令和５年度 令和６年度

７月～９月 １０月～１２月 １月～３月 ４月～６月 ７月～９月 １０月～１２月 １月～３月

第１回 第１回第３回 第２回

第１回

必要に応じて随時開催

１．推進区域における区域対応方針の策定【令和６年度末までに完了】
２．構想区域全体の２０２５年以降も見据えた医療提供体制の議論（検証）【課題設定の上、継続的に議論】

【令和６年度第１回】
➢ 構想区域全体の２０２５年以降も

見据えた医療提供体制の議論（検
証）について

➢ 区域対応方針の策定について（推
進区域の場合） 等

■ 圏域別調整会議の議題（案） ※地域医療構想に関する議題のみ

【令和６年度第２回】
➢ 構想区域全体の２０２５年以降も見

据えた医療提供体制の（議論）検
証について

➢ 区域対応方針の策定について（推
進区域の場合）

➢ データ分析事業による地区診断結
果を提示 等

必要に
応じて開催

第２回
必要に

応じて開催

※推進区域においては、令和６年10～12月で追加開催の可能性有（計：年３回）

【令和５年度第３回】
➢ 各医療機関の対応方針につい

て

➢ 構想区域全体の２０２５年以降
も見据えた医療提供体制の議
論（検証）について 等
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各医療機関の今後の方針（対応方針）について

※圏域における議論等を踏まえ、必要に応じ、随時見直しを行っていく。

【参考（Ｒ５時点）】



2025年推計値
（参考値）

対応方針平成27年度病床機能報告

（2015.7.1時点）

48
19 19 26 26

0
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48 40 40

211 91

78 72
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0

0

0
0
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（▲120）

（＋83）

（▲29）

（▲35） （▲8）

（▲13）

（±0） （＋7）

高度
急性期

急性期

回復期

慢性期

療養
病床
４８

一般
病床
２１１

259 床
（許可病床）

対応方針 － 機能別病床数の意向 － （木曽医療圏（県立木曽病院））

2022.7.1時点
（R４病床機能報告）

2025年の
意向

2030年の
意向

193床
（許可病床）

145床
（許可病床）

138床
（許可病床）

○ 2025年・2030年の機能別病床数の意向について、急性期及び回復期を減らし、慢性期を増やす見込み。

（▲6）

138床
▲7床

▲66床

※ あくまで地域の関係者で将来
の医療提供体制の構築に向けた
検討を進める上での参考値であり、
病床数の削減目標ではない。

▲48床
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対応方針 － 今後の圏域における役割の意向－ （県立木曽病院）

【凡例：今後の圏域における役割の意向】
①：重症の救急患者への対応や手術など、高度・専門医療を中心とした急性期医療を担う医療機関
②：救急患者の初期対応や比較的症状が軽い患者に対する急性期医療を担う医療機関
③：在宅や介護施設等で急性増悪した患者（サブアキュート）や、急性期経過後に引き続き入院医療を要する患者（ポストアキュート）の受入機能を担う地域包括

ケアの拠点となる医療機関
④：回復期リハビリテーション医療を提供する医療機関
⑤：長期にわたり療養が必要な患者（重度の障がい者（児）を含む）に対する入院医療を担う医療機関
⑥：特定の診療に特化した役割を担う医療機関（例：産婦人科、精神科 等）
⑦：かかりつけ医としての役割や在宅医療における中心的な役割を担う医療機関

〇 県立木曽病院の今後の役割の意向として回答いただいた内容は以下のとおり。

医療機関名
病診
区分

今後の圏域における役割の意向（◎は主たる役割）

具体的な今後の方針

①
高度・専門

②
軽症急性期

③
地ケア

④
回リハ

⑤
長期療養

⑥
特定診療

⑦
かかりつけ

長野県立木曽病院 病院 ◎ ○ ○ ○ ○

木曽医療圏唯一の有床医療機関として、今後も地域住民に必要な医療・介護
サービスを提供する。急性期機能を維持しつつ、高齢化が進んでいる木曽地域
でニーズが高い回復期・慢性期・在宅医療の機能を充実させたい。そのために
は医師・看護師をはじめとした医療従事者の確保が必要不可欠であり、信州大
学医学部と密に連携を図るとともに、勤務環境改善を進め、木曽地域での労働
力確保に努める。
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